
稲城市告示第71号 

 

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２及び稲城市立公園条例（昭和63年

稲城市条例第13号）第２条第１項の規定により、稲城市立公園を次のとおり設置す

る。 

 

令和８年５月15日 

 

稲城市長 髙橋 勝浩 

 

 

１  名称 平嶽第二公園 

２  位置 稲城市坂浜 1445 番地の 32 

３  区域 別図のとおり 

４  供用開始の期日 令和８年５月15日 
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